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令和８年度大和市一般廃棄物処理実施計画 

（ごみ処理実施計画） 

１ 目的 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条第１項に基づき策定する。 

２ 計画期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

３ 処理区域 

大和市全域 

４ 人口とごみ搬入量の見込み 

 
令和８年度 

(見込み) 
備      考 

     人  口 

 

247,541 

 

 
人 総合計画担当による令和8年10月1日推計値 

可 

 

燃 

 

物 

家 庭 系 35,851 ｔ 他団体ごみ(4,000t)分含む 

一   般 

（事業系） 
15,114 ｔ 不法投棄含む 

粗  大 1,115 ｔ タンス等の可燃粗大 

小   計 52,080 ｔ  

不 

 

燃 

 

物 

家 庭 系 1,603 ｔ  

一   般 

（事業系） 17 
 

ｔ 不法投棄等 

粗  大 230 ｔ 自転車等の不燃粗大 

小   計 1,850 
 

ｔ  

   資 源 物     11,487 
 

ｔ  

   合    計 65,417 ｔ  
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５ 収集・処理の主体及び方法 

種    類 

収 集 運 搬      処      理 

主体 方 法    回数 主体 方    法 

可 

燃 

物 

家庭系 
直営 

委託 
戸  別 週２回 

直営 
焼却 

残渣は資源化、一部埋立 
 直接搬入 

 許可 

持込 

市民・事業者 

自己搬入 随時 

市事業 
直営 

委託 

リサイクル 

ステーション 
清掃の日 

不 

燃 

物 

家庭系 委託 戸  別 月２回 

直営 

破砕 

資源化 

焼却 

直接搬入 持込 
市民 

自己搬入 
随時 

市事業 
直営 

委託 

リサイクル 

ステーション 
清掃の日 

不 法 投 棄      
(パトロール含む) 

直営 

個 別    

(パトロール: 

リサイクル 

ステーション) 

随時 

粗      大 直営 戸 別    随時 直営 

破砕 

資源化 

焼却 

資
源
物 

その他 

プラスチック製 

容器包装 

委託 
リサイクル 

ステーション 
週1回 

委託 資源化  

A資源 

(新聞､雑誌､ 

段ﾎﾞｰﾙ等) 

委託 
リサイクル 

ステーション 
月２回 

B資源 

(金属､びん､缶､

ペットボトル､

白色トレイ､紙

パック､紙製容

器包装等) 

委託 
リサイクル 

ステーション 
月２回 
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６ 処理施設稼働計画 

（１）中間処理施設 

施 設 名     処理方式 処理能力 稼働日数 処 理 量      残 渣 量     

可燃ごみ処理施設 

（1,2,3 号炉） 
全連続式 

150t/d 

× 

3炉 

335日 

可燃物 

その他プラ残渣等 

その他 

52,080t 

904t 

1,017t 

6,453t 

粗大ごみ処理施設 併用方式 80t/5H  85日 
不燃物 

不燃物リサイクル 

1,850t 

833t 
1,017t 

容器包装プラ 

圧縮梱包施設 

機械及び 

手選別方式 
4.5t/5H 308日 容器包装プラ 1,173t 351t 

 

 

（２）資源化施設 （資源選別所：缶圧縮分） 

施 設 名     処理方式 処理能力 稼働日数 処 理 量      備  考 

資 源 選 別 所         ― 4.5t/5H 359日 資源化 682t  

 

 

（３）最終処分場 

施 設 名     埋立面積 全体容量 備考 

エコシステム花岡 

（秋田県大館市） 
45,841㎡ 1,083,954㎥ 民間最終処分場 

沼田ウェイストパーク 

（群馬県沼田市） 
72,396㎡ 1,485,000㎥ 民間最終処分場 

 

 

７ 車両整備計画 

 車    種 稼働台数 新規整備 廃車台数 合計台数 

直営収集車両 

２tパッカー車 

２tダンプ車 

軽トラック 

16台 

5台 

6台 

0台 

0台 

0台 

0台 

0台 

0台 

 16台 

5台 

6台 

（年度当初）稼働台数＋新規整備－廃車台数＝（年度末）合計台数 
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８ 発生抑制、再利用及び再生利用計画 

 

（１）発生抑制の推進 

 

①市民及び事業者への情報提供等 

   ・ホームページ・ユーチューブ動画配信等により情報を提供し、ごみの発生抑制を推進し

ます。 

   ・「２０２５・２０２６年度家庭の資源とごみの分け方・出し方」の冊子及びカレンダー

を全戸配布するほか（2年毎配布済）、スマートフォン用「大和市ごみカレンダーアプリ」

やホームページにも掲載し、ごみ及び資源物の排出方法について周知徹底を図ります。 

 

  ②学校教育との連携 

   ・小学４年生を対象とした施設見学会を実施し、ごみに対する意識の向上に努めます。 

・ごみ減量化資源化を含む、学校での社会科教育に必要な資料作成に協力します。 

・小・中学生の自発的な学習の支援など、学校教育と連携を図った環境教育を推進します。 

   ・市内小学校の全学年の生徒を対象に、大和市環境美化ポスターコンクールを開催し、優

秀な作品の表彰及び展示等により、環境意識の普及啓発を推進します。 

・紙芝居や分別ゲーム、寸劇、アニメーション等を活用するなど、ごみに特化した教育を

幼稚園、保育所等、小学校と連携して繰り返し実施します。 

 

  ③環境学習の充実 

   ・出前講座（ごみの減量、分別方法等）またはリサイクルに関する研修を実施します。 

    ・子どもたちが自発的に身近な環境保全活動に取り組み、自然や人を感じる心を養い、環

境問題を正しく認識できる知識を培い、仲間と協力し合いながら行動できる能力を身に

つけていく「やまと みどりの学校プログラム」を実施します。 

 

  ④啓発イベント等の実施 

   ・ごみの発生抑制を推進するため、市開催イベント等において啓発事業を行います。 

 

  ⑤市民、事業者及び本市の連携 

   ・きれいなまち並みをめざし、年間を通じて市民・事業者及び本市が協力してクリーンキ

ャンペーンを実施します。 

・自治会、集合住宅の所有者又は管理者と連携しルールの徹底を図ります。 

・生ごみの発生抑制推進を図り、コンポスト等の補助や、ドギーバッグのPR等を実施しま

す。 

・衣料のリユース・リペアや、食べ残し削減など、日常の生活や事業活動における、環境

に配慮し脱炭素につながる日々の行動を推進します。 

 

  ⑥市民活動等への支援 

   ・家庭及び事業者による生ごみの自家処理を促進するため、生ごみ処理容器等の購入費用

に対し助成（補助）を実施します。 

 

  ⑦不法投棄防止対策 

   ・不法投棄防止対策として、公有地の不法投棄物撤去、看板による警告、監視カメラの貸

出等を行うほか、不法投棄が多い地点を中心に、定期的にパトロールを実施します。 

 

  ⑧事業者への指導等 

   ・事業者によるごみの搬入物検査を実施することで、資源が燃やせるごみへ混入すること

を防ぎ、ごみの減量化・資源化を推進します。 

   ・多量排出事業者に対して「減量化等計画書」の提出を依頼し、計画的にごみの減量化が
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図られるよう指導します。 

・事業者に啓発リーフレット等を配布し減量化・資源化の啓発を行います。 

 

⑨市の自主的取組 

・不必要な印刷及びコピーを控え、紙使用を削減するなどを「やまとEMS」の運用の中で

徹底します。 

 

  ⑩一般廃棄物処理手数料の改定 

   ・家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理に関する手数料の額について、令和８年

７月から３００円に改定します。 

 

 

（２）再利用の推進 

 

  ①市民の自主的取組の促進 

   ・物を大事に長く使うようホームページ等で市民に啓発し、再利用の促進を図ります。 

   ・本市と株式会社ジモティーは、リユース活動促進に向けた連携と協力に関する協定を締

結しています。ホームページ、広報誌、パンフレット等で同社のサービス紹介を通して

「捨てずに譲る」という選択肢を市民に積極的に提示し、リユース意識の向上とそれに

伴うごみの排出の抑制を図ります。 

 

  ②事業者の自主的取組への支援 

   ・フードドライブ（市民、事業者による食品の寄付）等に関する支援を継続していきます。 

 

③再使用の徹底 

・やまとEMSにより事務用品などの再使用を徹底し、物品購入の際にはエコマーク商品、グ

リーン購入等を推進します。 

 

 

（３）再生利用の推進 

 

  ①資源化の推進 

   ・ごみの中の紙及び布類の割合が高いため、冊子「家庭の資源とごみの分け方・出し方」、

スマートフォン用「大和市ごみカレンダーアプリ」及びホームページで更なる分別の周

知に努め、より一層の紙及び布類の資源化を促進します。 

   ・公共施設での資源回収(使用済小型家電)を実施します。 

  

  ②生ごみ等の資源化 

   ・市民・事業者に対して、生ごみ処理容器等の購入費の一部を補助し、厨芥類の資源化を

促進します。 

   ・業務用生ごみ処理機を設置してある学校給食単独調理校（８校）で給食の調理くず、食

べ残し等を堆肥化し、農作物の栽培に活用します。  

   

③剪定枝等の資源化 

 ・剪定枝を収集し、チップ等への資源化の推進を図ります。 

 

   

９ 収集及び運搬計画 

 

（１）効率的な収集、運搬体制の構築及びルール違反への対応 
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  ①収集及び運搬体制の検討 

   ・より一層の効率的かつ安全な収集及び運搬体制について調査及び研究するとともに、必

要に応じて見直しを行います。 

   ・収集運搬業務について、民間業者へ順次、委託範囲を拡大していきます。 

 

  ②ルール違反への対応 

・ごみ出しルールの徹底を図るために、「家庭の資源とごみの分け方・出し方」の冊子及

びカレンダーを全戸配布するほか、スマートフォン用「大和市ごみカレンダーアプリ」

やホームページへも掲載します。また、転入者に対しては市役所の窓口で冊子等を配布

し周知を図ります。 

・ルール違反の排出物は、収集せずに警告シール等で啓発を行い、排出者が特定できる場

合は、個別に指導を行います。 

 

 

（２）分別区分及び収集方法の検討 

 

 ①資源品目の追加等の検討 

  ・プラスチック資源循環法に基づき、本市にとって最適な分別区分、再商品化方法の検討

を行います。 

 

  ②戸別回収の検討 

・ごみのより一層の減量化及び資源化の推進、市民及び自治会の負担軽減等を考慮し、資

源物の戸別回収について検討を行います。 

 

 

（３）収集車両の整備 

 

  ①整備の方向性 

   ・車両の更新に伴う低公害車への切り替えを進めます。 

 

 

10 中間処理計画 

 

（１）中間処理体制 

 

  ①ごみ及び資源物の中間処理体制は、Ｐ２～Ｐ３の表のとおりです。 

 

 

（２）施設の適正な運転、管理等 

 

  ①施設の効果的運用及び適正な管理 

   ・環境管理センターへのごみの搬入に際しては、大和市受入基準に則り、市外のごみなど

基準外のものが搬入されないよう管理します。 

   ・受け入れしていないごみ（家電リサイクル法該当品、バッテリー、消火器等）について

は、適正処理ルートへ誘導します。 

   ・家庭系ごみを直接搬入する市民の安全性を向上するため、直接搬入ごみ受入施設の円滑

な運営管理を行います。 

   ・焼却炉の傷みを軽減し、過大な負荷をかけないよう計画的な施設の運転及び管理に努め

ます。 
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   ・焼却処理を行う際に発生する大気汚染物質（ダイオキシン類、ばいじん、硫黄酸化物、

窒素酸化物、塩化水素等）については、法定基準より厳しい自主規制を設けて管理して

おり、引き続き、徹底した大気汚染物質の発生抑制を行っていきます。 

   ・施設の安全かつ安定した運転及び管理を維持するため、職員研修を十分実施し、技術及

び知識の向上に努めます。 

・災害時の速やかなごみ処理のため、県、近隣自治体との連携を強化し、災害廃棄物処理

計画に基づき有事に備えます。 

    

 

（３）効率的かつ適正な処理 

 

  ①燃やせるごみの処理 

   ・最終処分量の減量化のため、燃やせるごみは（粗大ごみ処理施設からの破砕残渣を含む）

焼却し、安全かつ衛生的な適正処理を推進します。 

・全国の市町村の処理施設更新事例等の収集及び研究を継続します。 

 

  ②燃やせないごみの処理 

   ・燃やせないごみに含まれる資源物は、手選別及び機械選別により可能な限り回収しごみ

の減量化及び資源化を推進します。 

    ・燃やせないごみとして排出された電池類、蛍光灯、水銀体温計、電球等の有害ごみは、

破砕機で粉砕する前に回収し、専門業者による最適な処理を推進します。 

・リチウムイオン電池等の充電式電池の分別回収を継続し、排出者による絶縁処理（義務

化済）の実施を推進します。 

    

  ③資源物の処理 

   ・資源物は、品目ごとに本市の資源化施設及び民間資源化施設で必要に応じ再選別、圧縮・

梱包し、一時保管後に再生処理業者へ引き渡し、適正な処理を行います。 

・環境管理センターに導入した容器包装プラ圧縮梱包設備での処理とともに、外部中間処

理委託と併せ、市内から発生する容器包装プラの全量資源化処理を継続します。 

 

  ④熱エネルギーの利用 

   ・焼却時に発生する熱エネルギーは、環境管理センターの冷暖房及び引地台温水プールの

温水熱源として有効に利用します。 

   ・焼却時に発生する熱エネルギーを有効に利用して発電し、環境管理センター、引地台公

園、引地台温水プール及び大和スタジアムへ供給し、余剰電力は電力会社へ売電します。 

 

 ⑤処理困難物の処理 

   ・大和市受入基準に規定する処理困難物の処理については、市民の処理に係る利便性の向

上を図るため、関係業界との協力のあり方を検討するなどにより処理困難物の品目数を

減らすよう努めます。 

 

⑥ごみ処理広域化の検討 

  ・神奈川県長期ごみ処理広域化・集約化計画（仮称）で位置付けられる新たな広域化・集

約化について、積極的に協力していきます。 

 

（４）ごみ焼却施設及び粗大ごみ処理施設の補修計画 

 

①維持補修計画 

・ごみ焼却施設及び粗大ごみ処理施設については、計画的な維持補修やごみ減量化による

焼却負荷の軽減及び施設の適切な運転管理を継続してきたこと、また、ごみ焼却処理施
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設の基幹的設備の大規模修繕を実施したことにより、令和２０年度までの施設の長寿命

化が図られています。そのため、次期施設の在り方が決定されるまでの間は、引続き安

定したごみ処理体制の確保に努めます。 

 

 

11 最終処分計画 

 

（１）最終処分計画の目指すべき方向性 

   

①焼却灰の資源化等の推進 

   ・焼却灰は民間処理施設への委託により、資源化を進めます。 

・焼却灰の資源化に伴う緊急時等のリスク回避について検討します。 

・焼却灰の新たな資源化施策の動向については、継続して情報収集していきます。 


